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法 務 大

下記のとおり人事異動を実施したい内議がありますので，

閣議の上，発令願います。

なお，本件は，欠員中の東京高等検察庁検事長に法務事務

次官根來泰周を充てようとするものであります。

検事長に任命する

一級に叙する

記

法務事務次官 根來泰周

(平成5年12月22日付け）
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本
代
表
の
委
嘱
を
解
く

外
務
省

地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑

六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の

阜心

〃

〃

〃

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第

〃

〃

〃

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

〃

五
六

▲

九

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

法
務
省

〃

七

一
一

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

事
裁
判
管
轄
権
分
科
委
員
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

外
務
省

根
來
泰
周



〃

二

一

一

*

第
一
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

:"

｛
ハ
ー

一

七

《
ハ

第
一
○
九
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

〃

〃

一
一
一

一

一

九

第
一
○
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

〃

〃

九

一
一

第
一
○
七
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

"．

よ
る
合
同
会
議
日
本
政
府
擬
表
代
理
を
命
ず
る

〃

〃

〃

〃

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に

を

零
る

●

内

閣

一
一
一
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理
一

六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の

〃

－

一
一

－

一

八

－

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
斑

一
ハ
ー

ロ■■■■■■■■■■■■■■■

ユ

一

一
一
一
一

一

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

－

最
高
裁
判
所

〃

〃

一

一

四

ウ

第
一
○
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

内
閣

"

"

〃

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省

昭
和
六
○

一

二

三二三つ

九

第
一
○
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

内

閣

法
務
省

〃

〃

一

九

法
務
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

〃

六
○

一
一
一

二

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省

〃

〃

五

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

最
高
裁
判
所

ワ

〃

一
一
一

一

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

”

〃

〃

〃

公
証
人
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

〃

〃

"

法
務
省
人
事
管
理
官
を
免
ず
る

〃

〃

一
一

一
一

○

函
館
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

〃

〃

七

一

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

法
務
省

〃

宝

一

■■■■■■■■

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

最
高
裁
判
所

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
ご
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

〃

〃

〃

一

一

君

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

一
一
一
併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

一

〃

〃

〃

■■■■■■■七

昭
和
五
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

＃

一

一

一
一
一

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

〃

根
來
泰
周



〃

"

〃

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

〃

〃

一
ハ

山 一

二

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

法
務
省

〃

－

雪

－

七
一

一
内
閣

第
二
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

一
一

全＝÷-令

全

一
一
一

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

〃

一
一
一

一

九

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省

〃

九

二

八

第
二
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

〃

正
坐
眺
一
元

一
一
ハ
ー

一

一

八

－

選
挙
制
度
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

一ー

〃

〃

一
一
一

三

○

第
二
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

〃

〃

ー

一
一

五

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

〃

"

一

○

＝ ‐

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

〃

〃

九

七

売
春
対
策
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

〃．

〃

八

九

動
物
保
護
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

〃

一
一
一
よ
る
合
同
会
議
日
本
政
府
代
表
代
理
を
免
ず
る

一
内
閣

、
蛎
罰
池
｛
ハ
ー
ニ

七

一

エ
ハ

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
法
務
省

を
免
ず
る

〃

地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理

六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
竪
騨
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の

〃

〃

一

一
一
ハ

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第

〃

〃

▲ ▲

九

第
二
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

内
閣

〃

七

五

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

最
高
裁
判
所

〃

〃

"

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

"

〃

－

〃

－

〃

｜
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

■■■■■■■■■■■■■■■■

〃

〃

〃

〃

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

”

"

〃

〃

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

〃

〃

｛
ハ

△今 一

七

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

法
・
務
．
省

｛
ハ
ー
ニ

一

全

一
一
一

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

〃

〃

一

一

八

第
二
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

内

閣

〃

一
一
一

一

九

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省

根
來
泰
周



〃

－

四

一

一

五

－

｜
内
閣

国
会
等
移
転
調
査
会
幹
事
に
任
命
す
る

平
成
五

一
一
一

●

一
一
一
一

平
成
六
年
三
月
三
一
臼
ま
で
勤
務
延
長
す
る

法
務
省

法
務
省

出
張
期
間
は
平
成
四
年
一
○
月
九
日
か
ら
同
月
二
三
日
ま
で
と
す
る

〃

国
へ
出
張
を
命
ず
る

〃

九

●
や
■
●一
一
一

生

ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
！
、
ス
イ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
冬

四

一
ハ

二

○

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省

三

八

一
一
一

鉄
道
整
備
基
金
設
立
委
員
に

運
輸
省

〃

－

一

○

一
九
一
消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

一

〃

〃

’
九
一
五
一

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

－

〃

〃

八

一
一
一

一

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

〃

〃

〃

｛
ハ

海
外
移
住
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

内
閣

〃

〃

〃

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

〃

〃

"

五

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所

〃

七

一
一

地
域
改
善
対
策
協
議
会
委
員
に
任
命
す
る

内

閣

〃

"

〃

国
有
財
産
中
央
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

大
蔵
省

〃

〃

一

一

○

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

．〃

根
來
泰
周
●
●

●
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〈
癖
浄
藪
錘
ク
ー
ヴ
癖
１
釦
本
麺
）
同

林

安
秀

特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る
（
以
上
十
二
月
二
十
二
日
付
）

右
の
と
お
り
発
令
を
願
い
ま
す
。

’
駐
割
を
命
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

■
■
外
務
省

お
っ
て
、
恩
田
大
使
に
は
タ
イ
国
駐
舗
、
林
大
使
に
は
ニ
カ
ラ
グ
ァ
国

外
務
省

平
成
五
年
十
二
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣
細

内
閣
総
理
大
臣
細

｜

’ （
大
臣
官
房
）
外
務
事
務
官
恩
田

川川

外
務
大
臣
羽
田

護
煕
殿

護
煕
殿

孜 ｜震、
古
示

’ 』
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１
１
１
１
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三
二
四
一
ア
メ
リ
カ
局
勤
務
を
命
す
る
（
法
律
第
一
○

号
）

ハ
ー
ロ
石
『
＃
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
鼬
大
梗
館
呑
鋤
を

一
一
外
務
省

本
綴

ー

。

一
一
、
一
五 履

歴
書

|”
ノ《

任
免
賞
測

東
京
大
学
法
学
脇
第
二
類
卒
業

外
交
官
領
事
官
採
用
試
験
合
格

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

欧
米
局
勤
務
を
命
す
る

恩鴬

田だ

昭
和
八
年
六
月
二
六
Ⅱ
生

旧
姓

名た
，
湖
Ｕ

匡
示

呼

吋：
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
‐
一
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畦’

二二

七
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■
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垂

一
－

四
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ｒ
ｒ
ｐ
ｂ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
■
■
且
■
■
Ｉ
０
１
Ｌ
Ⅱ
■

『
二
一
、

一
二
一
〆

七
、
一
玉

五
、
。
■
旧
亘
幽

壱

二，

三
三
四
一

三
塵
六
、
二
一
〈
曲

昭

一
一
一
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１
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－

I

’

I

| ｜
| ’

|i｜ ｜ ’ ｜ ’
１
６
０
凸一

四

｜

｜

’

’

参
事
宮
を
命
す
る

経
済
協
力
瀞
発
機
鱈
日
本
政
府
代
表
部
在
勤
一

特
命
全
権
大
使
を
翻
佐
し
経
済
協
力
鮒
発
機

直
艇
す
る

経
涜
局
次
長
に
配
置
換
す
る

凝
済
協
力
開
発
擬
構
日
本
政
府
代
表
部
に
配
一
｜

ア
ジ
ア
局
に

併
任
す
る

’
‐，‐ｈ，

．

１

１

８

１
１

一一

／、

C〕

五
八

I
八
、

一

一
一
一
恥
一
一
一
〈

一
、
一
『
ハ

大
臣
官
房
審
議
官
に
昇
任
さ
せ
る

二
、

一

五

大
臣
嘗
房
調
査
企
画
部
の
併
任
を
解
除
す
る

ア
ジ
ア
局
に
併
任
す
る

大
臣
直
房
調
査
企
画
部
に
併
任
す
る

大
臣
冨
房
外
務
参
事
富
に
配
塵
蟻
す
る

大
臣
官
房
会
計
課
長
に
配
置
換
す
る

一
■
一

一一

五
七

六
、
一
五

昭
五
一
〈

－

、

二

しﾉ

一

外

務

｜－‐

省

五
四

，
宮
四

五

一

六
、

ー

＝

国
際
連
合
日
本
炊
府
代
表
鄙
に
配
憧
供
す
る
一

識
領
事
を
命
す
る

_三

一一

一
一
一
、
一
二
一

在
ロ
ン
ド
ン
日
本
顧
総
韻
事
館
に
併
任
す
る

事
官
を
命
す
る

五

C）

↑
〕
●
、
一
一
一
塞
一

在
連
合
王
国
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

１
Ｊ
匹
九

楚
二
○

■
■
１
１
１
１
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
■
■
■
■
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■
■
■
■
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■
■
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
■

ア
ジ
ア
局
調
査
官
を
命
す
る

四
七
一
八
Ｊ
一

鬮
際
連
合
局
社
会
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

る

四
五

八
、
五

一
等
醤
記
宮
を
命
ず
る

経
済
協
力
局
職
済
協
力
黛
一
課
勤
務
を
命
す

一

’ 四
四

四

一

’

１
１
１

二
等
響
記
宮
壷
命
ず
る

す
る
。
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Ⅱ
Ⅱ
■

ｌ
ｌ

｜
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1

1

I
’

’

貼

一
田
画
一
■
１
旧
・
１
ｒ
■
１
１
‐
１
１
－
‐
！
ｉ
１
１
‐

卜

Ｉ

I

I

ノ、
、

－

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

P

査
察
担
当
を
命
ず
る

■
昼
再
一

I

l
l

’

〃

｜
外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
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